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主 文

原判決を破棄する。

本件を福岡高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人藤枝紘一郎の上告受理申立て理由について

１ 本件は，上告人らの所有する土地上に植栽された樹木について，被上告人の

申立てに基づき仮差押命令が発令され，その執行がされたことについて，上告人ら

が，上記仮差押命令の申立ては違法なものであり，上記仮差押命令の執行により，

鹿児島県による買収が予定されていた上記土地を更地にすることができず，そのた

めに上記土地に対する同県からの買収金（以下「本件買収金」という。）が本来支

払われるべき時期よりも遅れて支払われることとなったとして，不法行為に基づ

き，被上告人に対し，本件買収金（上告人Ｘ につき１５６５万９３２８円，上告１

人Ｘ につき１５１７万９６６４円）に対する上記仮差押命令の正本が上告人らに２

送達された平成１６年１２月１５日から，上記仮差押命令の執行が取り消され，上

記樹木が撤去されて本件買収金が上告人らに支払われる見込みが生じた平成１９年

６月３０日まで，民法所定の年５分の割合による遅延損害金相当額の損害（上告人

Ｘ につき１９９万０６６５円，上告人Ｘ につき１９２万９６８８円）の賠償を求１ ２

める事案である。

２ 原審の確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。

(1) 被上告人は，平成１２年４月１０日，上告人Ｘ との間で，同上告人所有の２

第１審判決別紙物件目録記載Ｂの各土地（以下，併せて「Ｂ土地」という。）を賃

借する旨の賃貸借契約を締結し，さらに，同月１２日，ａとの間で，同人所有の上
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記物件目録記載Ａの１の土地（以下「Ａ１土地」という。）ほか１筆の土地及びｂ

所有の上記物件目録記載Ａの２の土地（以下「Ａ２土地」という。）を賃借する旨

の賃貸借契約を締結した（以下，これらの各賃貸借契約を併せて「本件賃貸借契

約」という。）。その当時，上記各土地は，高速道路の取付道路用地として，鹿児

島県による買収が予定されていたが，被上告人は，上記各土地上に樹木（シマトネ

リコ）を植栽した。

(2) 平成１３年１２月１４日，ａはＡ１土地を，ｂはＡ２土地を，それぞれ上

告人Ｘ に贈与し，Ａ１土地及びＡ２土地について，同上告人に対する所有権移転１

登記がされた。

(3) 上告人らは，本件賃貸借契約は無効であるなどと主張して，被上告人に対

し，Ａ１土地，Ａ２土地及びＢ土地（以下，これらを併せて「本件土地」とい

う。）の所有権に基づき，本件土地上に植栽された上記樹木（以下「本件樹木」と

いう。）の撤去及び本件土地の明渡しを求める訴訟を提起した。同訴訟について

は，平成１６年１０月６日，本件賃貸借契約は，農地法所定の許可を受けていない

から無効であるが，本件樹木は，民法２４２条本文の規定により本件土地に付合

し，本件土地の所有者である各上告人に帰属したとして，上告人らの請求のうち本

件土地の明渡し請求を認容し，本件樹木の撤去請求を棄却する旨の第１審判決が言

い渡され，この判決はそのころ確定した。

(4) 被上告人は，平成１６年１２月８日，上記付合によって損失を受けたとし

て，民法２４８条による償金請求権（以下「本件償金請求権」という。）を被保全

権利として，本件樹木について各上告人をそれぞれ債務者とする仮差押命令の申立

てをし，同月１０日，各仮差押命令を得て，その執行をした（以下，この命令を併
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せて「本件仮差押命令」といい，この執行を併せて「本件仮差押執行」とい

う。）。

(5) 上告人らは，本件仮差押執行により，本件樹木を撤去することができなく

なり，本件土地の買収手続を進めることもできなくなったため，平成１６年１２月

２１日，被上告人を相手方として，本件仮差押命令につき本案の起訴命令を申し立

て，同日，被上告人に対し，本案の起訴命令が発せられた。

(6) 上記起訴命令を受けて，被上告人は，平成１７年１月２１日，本件償金請

求権に基づき，上告人らに対して，合計約４万本の本件樹木に係る各償金の支払を

求める訴訟（以下「前事件本訴」という。）を提起した。被上告人は，本件仮差押

命令の申立てに先立ち，上告人らに対し，それぞれ約５０００万円の償金の支払を

請求していたが，前事件本訴の第１審において請求した償金の額は，上告人Ｘ に１

対しては１億５８５２万８３０６円，上告人Ｘ に対しては１億４１４７万１６９２

３円であった。これに対し，上告人らは，同年５月１９日，本件償金請求権は存在

せず，本件仮差押命令の申立ては違法であると主張し，それぞれ，被上告人に対

し，不法行為に基づく損害賠償として，本案の起訴命令の申立て及び前事件本訴の

応訴に要した弁護士費用相当額２５０万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求

める反訴（以下「前事件反訴」という。）を提起した。

(7) 前事件については，平成１７年１０月２７日，①仮に本件償金請求権が発

生するとしても，被上告人は，本件土地が道路用地として鹿児島県により買収され

る予定であることを知り，補償金目当てに，上告人Ｘ やａ，ｂには絶対に迷惑を２

かけないと言って本件賃貸借契約を締結して本件樹木を植栽し，補償金が得られな

いと知るや一転して巨額の償金請求を行うなどしており，本件償金請求権の行使は
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権利の濫用であるとして，被上告人の本訴請求を棄却し，②本件償金請求権の発生

自体は認められる可能性があることなどに照らし，本件仮差押命令の申立ては違法

性を欠くとして，上告人らの反訴請求も棄却する旨の第１審判決が言い渡された。

さらに，平成１８年５月３１日に言い渡された前事件の控訴審判決は，被上告人の

本訴請求については，上記①と同旨の判断をし，上告人らの反訴請求については，

本件償金請求権の行使は権利の濫用に当たり許されないものであるから，被保全権

利を欠く本件仮差押命令の申立ては違法であり，被上告人に過失も認められるとし

て，弁護士費用相当額の損害各５０万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め

る限度で認容した。被上告人は，この控訴審判決に対して上告した。

(8) 上告人らは，平成１８年６月２９日，本件仮差押執行のために本件買収金

の支払が遅れたことによる遅延損害金相当の損害賠償を求める本件訴訟を提起し

た。

(9) 前事件については，平成１８年１０月５日，被上告人の上告を棄却する旨

の決定がされ，上記控訴審判決が確定した。

(10) 上告人らは，前事件の判決の確定を受けて，被保全権利の不存在を理由に

本件仮差押命令の取消しを申し立て，平成１８年１１月１日，本件仮差押命令を取

り消す旨の決定がされ，同決定は同月１６日確定し，本件仮差押執行が取り消され

た。

(11) その後，上告人らは，自らの労力と時間を費やして，本件樹木の撤去作業

を行い，これを廃棄した。

３ 原審は，上記事実関係の下において，次のとおり判断して，上告人らの請求

をいずれも棄却した。
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(1) 金銭債権の一部を請求する旨を明示して訴えを提起した場合には，訴訟物

は当該一部に限定され，後訴において同一の訴訟物の残部を請求することが可能で

あるが，前訴においてその旨を明示しなかった場合には，１個の債権全体が訴訟物

となり，同一の訴訟物につき別訴を提起した場合，前訴の確定判決の既判力に拘束

される。

(2) 本件訴訟に係る損害賠償請求権と前事件反訴に係る損害賠償請求権とは，

いずれも違法な保全処分に基づく損害賠償請求権という１個の債権の一部を構成す

るものである。そして，上告人らは，前事件反訴において被上告人に対し本件仮差

押命令の申立てによる損害として弁護士費用相当額の賠償を請求するに当たり，こ

れが不法行為による損害の一部であることを明示していたとは認め難いから，前事

件反訴においては，本件仮差押命令の申立てが違法であることを理由とする不法行

為に基づく損害賠償請求権の全部が訴訟物になっていたというほかない。そうする

と，本件訴訟に係る訴えは，前事件の確定判決の既判力に拘束されるというべきで

ある。したがって，前事件の確定判決において本件仮差押命令の申立てに基づく損

害として反訴請求が認容された分を超えて，本件仮差押命令の申立てにより上告人

らが受けた損害の賠償を認めることはできない。

４ しかしながら，原審の上記判断のうち，３(1)は是認することができるが，

３(2)は是認することができない。その理由は，次のとおりである。

(1) 上告人らが本件訴訟で行使している本件仮差押執行のために本件買収金の

支払が遅れたことによる遅延損害金相当の損害（以下「本件遅延金損害」とい

う。）についての賠償請求権と，上告人らが前事件反訴において行使した本案の起

訴命令の申立て及び前事件本訴の応訴に要した弁護士費用相当額の損害（以下「本
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件弁護士費用損害」という。）についての賠償請求権とは，いずれも本件仮差押命

令の申立てが違法であることを理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権という

１個の債権の一部を構成するものというべきであることは，原審の判示するとおり

である。

(2) しかしながら，上告人らは，前事件反訴において，上記不法行為に基づく

損害賠償として本件弁護士費用損害という費目を特定の上請求していたものである

ところ，記録（前事件の第１審判決）によれば，上告人らは，このほかに，被上告

人が，本件仮差押執行をすれば，上告人らにおいて長期間にわたって本件樹木を処

分することができず，その間本件買収金を受け取れなくなるし，場合によっては本

件土地が買収予定地から外される可能性もあることを認識しながら，本件仮差押命

令の申立てをしたもので，本件仮差押命令の申立ては，上告人らによる本件土地の

利用と本件買収金の受領を妨害する不法行為であると主張していたことが明らかで

ある。すなわち，上告人らは，既に前事件反訴において，違法な本件仮差押命令の

申立てによって本件弁護士費用損害のほかに本件買収金の受領が妨害されることに

よる損害が発生していることをも主張していたものということができる。そして，

本件弁護士費用損害と本件遅延金損害とは，実質的な発生事由を異にする別種の損

害というべきものである上，前記事実関係によれば，前事件の係属中は本件仮差押

命令及びこれに基づく本件仮差押執行が維持されていて，本件仮差押命令の申立て

の違法性の有無が争われていた前事件それ自体の帰すうのみならず，本件遅延金損

害の額もいまだ確定していなかったことが明らかであるから，上告人らが，前事件

反訴において，本件遅延金損害の賠償を併せて請求することは期待し難いものであ

ったというべきである。さらに，前事件反訴が提起された時点において，被上告人
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が，上告人らには本件弁護士費用損害以外に本件遅延金損害が発生していること，

その損害は本件仮差押執行が継続することによって拡大する可能性があることを認

識していたことも，前記事実関係に照らして明らかである。

(3) 以上によれば，前事件反訴においては，本件仮差押命令の申立ての違法を

理由とする損害賠償請求権の一部である本件弁護士費用損害についての賠償請求権

についてのみ判決を求める旨が明示されていたものと解すべきであり，本件遅延金

損害について賠償を請求する本件訴訟には前事件の確定判決の既判力は及ばないも

のというべきである（最高裁昭和３５年（オ）第３５９号同３７年８月１０日第二

小法廷判決・民集１６巻８号１７２０頁参照）。

５ 以上と異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違

反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり，原判決は破棄を免れな

い。そこで，更に審理を尽くさせるため，本件を原審に差し戻すこととする。

よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 甲斐中辰夫 裁判官 横尾和子 裁判官 泉 徳治 裁判官

才口千晴 裁判官 涌井紀夫）


